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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月5日(2011.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グループ設定情報記憶部とアクセス制御部を含むアクセス調停装置であって、
　前記グループ設定情報記憶部は、
　複数のマスターのそれぞれが、第１のグループ、前記第１のグループよりも優先度の低
い第２のグループのいずれに属するかを指定するグループ設定情報を記憶し、
　前記アクセス制御部は、
　前記複数のマスターのそれぞれからのアクセス要求信号に基づいて、アクセス権を要求
しているマスターであるアクセス要求元を判別し、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のグループに属す
る第１のアクセス要求元集合と、前記第２のグループに属する第２のアクセス要求元集合
のいずれに属するかを判別し、
　前記第１のアクセス要求元集合の全てに対して所与の時間のアクセス権を与える第１グ
ループ処理と、前記第２のアクセス要求元集合の一部に対して所与の時間のアクセス権を
与える第２グループ処理とを交互に繰り返すアクセス調停装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクセス調停装置において、
　前記アクセス制御部は、
　前記第２グループ処理において、前記第２のアクセス要求元集合の一つに対して所与の
時間のアクセス権を与えるアクセス調停装置。
【請求項３】
　請求項１乃至２のいずれかに記載のアクセス調停装置において、
　重み付け情報記憶部を含み、
　前記重み付け情報記憶部は、
　前記アクセス要求元にアクセス権を与える時間を指定する重み付け情報を記憶し、
　前記アクセス制御部は、
　前記重み付け情報に基づいて、前記アクセス要求元に対してアクセス権を与える時間を
調整するアクセス調停装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のアクセス調停装置において、
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　前記グループ設定情報記憶部は、
　前記複数のマスターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第
２のグループよりも優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定するグループ
設定情報を記憶し、
　前記アクセス制御部は、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のアクセス要求元
集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３のグループに属する第３のアクセス
要求元集合のいずれに属するかを判別し、
　前記第１のアクセス要求元集合又は前記第２のアクセス要求元集合に属するアクセス要
求元がない場合にのみ、前記第３のアクセス要求元集合に対して所与の時間のアクセス権
を与える第３グループ処理を繰り返すアクセス調停装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のアクセス調停装置において、
　グループ設定部を含み、
　前記グループ設定部は、
　前記グループ設定情報を設定するアクセス調停装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載のアクセス調停装置において、
　重み付け設定部を含み、
　前記重み付け設定部は、
　前記重み付け情報を設定するアクセス調停装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載のアクセス調停装置において、
　処理順位情報記憶部を含み、
　前記処理順位情報記憶部は、
　前記複数のマスターの総数以上の処理順位に対し前記複数のマスターのいずれかを対応
付ける処理順位情報を記憶し、
　前記アクセス制御部は、
　前記処理順位情報に基づいて、同一のグループに属する前記アクセス要求元の処理順を
決定するアクセス調停装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のアクセス調停装置において、
　前記重み付け情報は、
　前記処理順位に対応づけて設定され、
　前記アクセス制御部は、
　前記処理順位に対応づけて設定された重み付け情報に基づいて、前記アクセス要求元に
対してアクセス権を与える時間を調整するアクセス調停装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８に記載のアクセス調停装置を含む集積回路装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の集積回路装置を含む電子機器。
【請求項１１】
　アクセス調停方法であって、
　複数のマスターのそれぞれが、第１のグループ、前記第１のグループよりも優先度の低
い第２のグループのいずれに属するかを指定するグループ設定情報を設定するグループ設
定工程と、
　前記複数のマスターのそれぞれからのアクセス要求信号に基づいて、アクセス権を要求
しているマスターであるアクセス要求元を判別する工程と、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のグループに属す
る第１のアクセス要求元集合と、前記第２のグループに属する第２のアクセス要求元集合
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のいずれに属するかを判別するグループ判別工程と、
　前記第１のアクセス要求元集合の全てに対して所与の時間のアクセス権を与える第１グ
ループ処理と、前記第２のアクセス要求元集合の一部に対して所与の時間のアクセス権を
与える第２グループ処理とを交互に繰り返すグループ処理工程を備えるアクセス調停方法
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のアクセス調停方法において、
　前記グループ設定工程において、
　前記複数のマスターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第
２のグループよりも優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定するグループ
設定情報を設定し、
　前記グループ判別工程において、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のアクセス要求元
集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３のグループに属する第３のアクセス
要求元集合のいずれに属するかを判別し、
　前記グループ処理工程において、
　前記第１のアクセス要求元集合又は前記第２のアクセス要求元集合に属するアクセス要
求元がない場合にのみ、前記第３のアクセス要求元集合に対して所与の時間のアクセス権
を与える第３グループ処理を繰り返すアクセス調停方法。
【請求項１３】
　アクセス調停を行うプログラムであって、
　複数のマスターのそれぞれが、第１のグループ、前記第１のグループよりも優先度の低
い第２のグループのいずれに属するかを指定するグループ設定情報を記憶する記憶手段と
、
　前記複数のマスターのそれぞれからのアクセス要求信号に基づいて、アクセス権を要求
しているマスターであるアクセス要求元を判別し、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のグループに属す
る第１のアクセス要求元集合と、前記第２のグループに属する第２のアクセス要求元集合
のいずれに属するかを判別し、
　前記第１のアクセス要求元集合の全てに対して所与の時間のアクセス権を与える第１グ
ループ処理と、前記第２のアクセス要求元集合の一部に対して所与の時間のアクセス権を
与える第２グループ処理とを交互に繰り返し、
　前記アクセス要求元に対しアクセス権を与えるアクセス制御手段としてコンピューター
を機能させるプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムにおいて、
　前記グループ設定情報を記憶する記憶手段は、
　前記複数のマスターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第
２のグループよりも優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定し、
　前記アクセス制御手段は、
　前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のアクセス要求元
集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３のグループに属する第３のアクセス
要求元集合のいずれに属するかを判別し、
　前記第１のアクセス要求元集合又は前記第２のアクセス要求元集合に属するアクセス要
求元がない場合にのみ、前記第３のアクセス要求元集合に対して所与の時間のアクセス権
を与える第３グループ処理を繰り返すプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１５】
　本発明によれば、第２グループ処理は一つのアクセス要求元に対して行われ、その後直
ちに第１グループ処理へと移行する。これにより、第１グループに属するアクセス要求元
がアクセス権を有する割合を高め、優先順位がより高いグループのアクセス要求をより早
く完了させることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
（４）このアクセス調停装置において、前記グループ設定情報記憶部は、前記複数のマス
ターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第２のグループより
も優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定するグループ設定情報を記憶し
、前記アクセス制御部は、前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前
記第１のアクセス要求元集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３のグループ
に属する第３のアクセス要求元集合のいずれに属するかを判別し、前記第１のアクセス要
求元集合又は前記第２のアクセス要求元集合に属するアクセス要求元がない場合にのみ、
前記第３のアクセス要求元集合に対して所与の時間のアクセス権を与える第３グループ処
理を繰り返してもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明によれば、このアクセス調停装置は、第１のグループ又は第２のグループに属す
るマスターからのアクセス要求が無い場合に限って、第３のグループに属するアクセス要
求元に対して所与の時間のアクセス権を与える（第３グループ処理）。このとき、第１グ
ループ処理および第２グループ処理は第３グループ処理に影響されない。そこで、このア
クセス調停装置は、優先度の低いアクセス要求元を第３グループに割り当てることで、全
体としての処理効率を高めることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
（７）このアクセス調停装置において、処理順位情報記憶部を含み、前記処理順位情報記
憶部は、前記複数のマスターの総数以上の処理順位に対し前記複数のマスターのいずれか
を対応付ける処理順位情報を記憶し、前記アクセス制御部は、前記処理順位情報に基づい
て、同一のグループに属する前記アクセス要求元の処理順を決定してもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
（１２）このアクセス調停方法において、前記グループ設定工程において、前記複数のマ
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スターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第２のグループよ
りも優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定するグループ設定情報を設定
し、前記グループ判別工程において、前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要
求元が、前記第１のアクセス要求元集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３
のグループに属する第３のアクセス要求元集合のいずれに属するかを判別し、前記グルー
プ処理工程において、前記第１のアクセス要求元集合又は前記第２のアクセス要求元集合
に属するアクセス要求元がない場合にのみ、前記第３のアクセス要求元集合に対して所与
の時間のアクセス権を与える第３グループ処理を繰り返してもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　本発明によれば、このアクセス調停方法は、第１のグループ又は第２のグループに属す
るマスターからのアクセス要求が無い場合に限って、第３のグループに属するアクセス要
求元に対して所与の時間のアクセス権を与える（第３グループ処理）。このとき、第１グ
ループ処理および第２グループ処理は第３グループ処理に影響されない。そこで、このア
クセス調停方法は、優先度の低いアクセス要求元を第３グループに割り当てることで、全
体としての処理効率を高めることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
（１４）このプログラムにおいて、前記グループ設定情報を記憶する記憶手段は、前記複
数のマスターのそれぞれが、前記第１のグループ、前記第２のグループ、前記第２のグル
ープよりも優先度の低い第３のグループのいずれに属するかを指定し、前記アクセス制御
手段は、前記グループ設定情報に基づいて、前記アクセス要求元が、前記第１のアクセス
要求元集合と、前記第２のアクセス要求元集合と、前記第３のグループに属する第３のア
クセス要求元集合のいずれに属するかを判別し、前記第１のアクセス要求元集合又は前記
第２のアクセス要求元集合に属するアクセス要求元がない場合にのみ、前記第３のアクセ
ス要求元集合に対して所与の時間のアクセス権を与える第３グループ処理を繰り返しても
よい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　本発明によれば、グループ設定工程によりマスターを第１のグループ、第２のグループ
又は第３のグループへと割り振り、アクセス要求元を判別する工程で、前記マスターの中
からアクセスを要求しているアクセス要求元を選び出し、前記アクセス要求元に対して割
り振られたグループに応じた頻度でアクセス権を与えることができる。グループ分けによ
り制御が単純化されるため、マスターが個々に有する優先順位を所定サイクル毎に逐次比
較する方法に比べて処理速度が速まる。また、よりアクセス頻度の低い第３のグループに
より、優先度の低いアクセス要求元を効率的にグループに割り振ることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　本発明によれば、状況に応じてマスターを第１、第２、第３のグループ間で相互に変更
することが可能である。つまり、マスター間の優先順位は固定的ではない。そして、第１
のグループおよび第２のグループに属するアクセス要求元が無い場合に限って第３グルー
プ処理が行われるので、第１グループ処理および第２グループ処理は第３グループ処理に
影響されない。逆に、優先度の低いアクセス要求元を第３グループに割り当てることで、
全体としての処理効率を高めることができる。また、コンピュータープログラムであるこ
とにより、様々なシステムへの移植が可能である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　アクセス制御１１部は、第１グループ処理と第２グループ処理を交互に繰り返す。第１
グループ処理は、第１のグループに属する全てのアクセス要求元にアクセス権を順次与え
る処理であるのに対し、第２グループ処理は第２のグループに属する一部のアクセス要求
元にアクセス権を与える。そのため、第１のグループに属するアクセス要求元は、アクセ
ス権を付与される頻度が高いため、アクセス要求を早期に完了させることが可能である。
つまり、第１グループ処理が第２グループ処理に先んじて行われるだけでなく、第１のグ
ループに属するアクセス要求元はアクセス権を付与される頻度という面でも優先される。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　そして、本実施形態では、第２グループ処理は一つのアクセス要求元に対して行われる
。そのため、第２グループ処理として第２のグループに属する一つのアクセス要求元にア
クセス権を付与した後は、すぐに第１グループ処理が開始される。第１グループに属する
アクセス要求元がアクセス権を有する割合を高め、優先順位がより高いグループのアクセ
ス要求をより早く完了させることができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　アクセス調停装置１は、８つのマスターに対し入出力信号１０１０を入力又は出力する
。入出力信号１０１０の一部はバス２に対して入力または出力されるが、それ以外の信号
はマスターの入出力信号１００１～１００８に対して入力または出力されるものとする。
つまり、図２はアクセス調停装置１の入出力信号１０１０の一部がマスターの入出力信号
１００１～１００８として直接に入出力されることを含み、入出力信号１０１０又は入出
力信号１００１～１００８に含まれる信号の全てがバス２を経由していることを意味する
ものではない。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　本実施形態のアクセス調停装置１を含むシステムはＣＨ１（チャネル１）からＣＨ８（
チャネル８）までのマスター１０１～１０８を含む。以下、ＣＨ１（チャネル１）マスタ
ー１０１をＣＨ１のように略記し、ＣＨ２マスター１０２～ＣＨ８マスター１０８も同様
の略記をするものとする。なお、ＣＨ１～ＣＨ８の入出力信号はそれぞれ１００１～１０
０８である。前記の通り、入出力信号１００１～１００８の一部はバス２に対して入力ま
たは出力されるが、それ以外の信号はアクセス調停回路１の入出力信号１０１０として直
接に入出力するものとする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　本実施形態では、アクセス要求信号とアクセス許可信号は、ＣＨ１～ＣＨ８とアクセス
調停装置１の間でのみ用いられる信号であり、バス２を経由することなくＣＨ１～ＣＨ８
とアクセス調停装置１の間で入出力が行われる（１００１～１００８、１０１０）とする
。アクセス要求信号はＣＨ１～ＣＨ８が記憶部４にアクセスすることを要求する場合に活
性化する信号であり、ＣＨ１～ＣＨ８からアクセス調停部１に入力される。アクセス調停
装置１は、アクセス要求信号が活性化しているマスターをアクセス要求元と認識する。ア
クセス要求元が複数ある場合には、バス２における信号の衝突を回避するために、図２を
用いて説明した調停処理を行い、アクセス権を与えるマスターに対してはアクセス許可信
号を出力する。そして、ＣＨ１～ＣＨ８のうち、アクセス許可信号を受け取ったマスター
は、アドレスやデータ信号等をバス２経由で入出力する。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　なお、本実施形態では記憶部４へのライトする場合にもデータはバス２を経由するが、
他の構成であってもよい。後述の実施形態のように、ＣＨ１～ＣＨ８から記憶部４へのラ
イトデータは個別にアクセス調停装置１に入力され、記憶部４からリードされたデータの
みがバス２を経由してもよい。この場合、ライトデータがバス２上で衝突することはない
ので、ＣＨ１～ＣＨ８はアクセス許可信号を待たずにライトデータを出力できる。そして
、アクセス調停装置１は、アクセス許可信号の代わりにＡＣＫ（ACKnowledgement）信号
での制御が可能になる。つまり、ライトデータを記憶制御部３へと出力したとき、又はリ
ードデータをバス２に出力したときに、アクセス調停装置１はアクセス要求元に対しＡＣ
Ｋ信号によってアクセス処理の完了を知らせる。また、本実施形態ではアクセス調停装置
１と記憶制御部３は別個の機能ブロックであるが、後述の実施形態のように、記憶制御部
３がアクセス調停装置１を含む構成であってもよい。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
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　図５は、本実施形態のアクセス調停装置１Ａを含むブロック図である。アクセス調停装
置１Ａは、第１実施形態と同様に、複数のマスターＣＨ１～ＣＨ８（１０１～１０８）か
らの記憶部４へのアクセス要求を調停する。本実施形態では、第１実施形態と異なり、ア
クセス調停装置１Ａは記憶制御部３Ａに含まれる。また、第１実施形態と異なり、アクセ
ス調停装置１Ａは重み付け情報記憶部１２を含む。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　図６（Ａ）は、マスターが属するグループ（グループ設定情報）、アクセス要求の有無
、マスターが要求するアクセスにおける必要サイクル数（マスター要求サイクル）、重み
付け情報の一例を表にしたものである。マスターが属するグループとアクセス要求の有無
については、図４（Ａ）の例と同じであり説明を省略する。この例において、マスター要
求サイクルは、アクセス要求元が要求しているアクセスで必要なサイクル数を示している
。例えば、ＣＨ１は８サイクル分のバーストアクセスを要求している。前記の通り、重み
付け情報は、アクセス権を与える時間をアクセス要求元に指定するものである。この例で
は、重み付け情報は、マスター要求サイクルと同様にＣＬＫのサイクルを単位としている
とする。例えば、ＣＨ１マスターは、８サイクル分のアクセスを要求しているが、スレー
ブ側であるアクセス調停装置１Ａは重み付け情報記憶部１２からの重み付け情報に基づい
て、１回のアクセス権付与の時間を２サイクルに設定する。アクセス調停装置１Ａは、た
だマスター要求サイクルに従ってアクセス権を与えるのではなく、重み付け情報１０２６
に基づいてアクセス権を与える時間を調整できる。このことにより、アクセス調停装置１
Ａは特定のアクセス要求元がバス等を独占することを回避し、優先順位が下位のアクセス
要求元についてもアクセス権が回るようにできる。また、アクセス制御部が各アクセス要
求元に適した時間分のアクセス権の与えることで、システム全体として無駄のない効率的
な処理を可能にする。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　図７は、本実施形態のアクセス調停装置１Ｂを含むブロック図である。アクセス調停装
置１Ｂは、第２実施形態と同様に、複数のマスターＣＨ１～ＣＨ８（１０１～１０８）か
らの記憶部４へのアクセス要求を調停する。本実施形態では、第１実施形態と同様に、ア
クセス調停装置１Ｂと記憶制御部３Ｂとは入出力信号１０１３を入力、又は出力する。本
実施形態では、グループ設定部１３がグループ設定情報１０２０をグループ設定情報記憶
部１０に書き込み、重み付け設定部１４が重み付け情報１０２２を重み付け情報記憶部１
２に書き込む。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　図８は優先グループＧ１、通常グループＧ２又は劣後グループＧ３に属するアクセス要
求元の処理順、すなわち、アクセス制御部１１がアクセス権を付与する順番を図示したも
のである。劣後グループＧ３は優先グループＧ１や通常グループＧ２よりも処理の優先順
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位が低いマスターが属する第３のグループである。よって、劣後グループＧ３に属するア
クセス要求元の集合が第３のアクセス要求元集合である。第３のアクセス要求元集合は、
属するアクセス要求元が存在しない空集合にもなり得る。劣後グループＧ３に属するマス
ターのアクセス要求は、優先グループＧ１又は通常グループＧ２に属するマスターからの
アクセス要求が無い場合に限り処理される。なお、図８のＣＨ１～ＣＨ８は図７のＣＨ１
～ＣＨ８に対応する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　このように、グループ設定情報記憶部１０が劣後グループを有する場合でも、優先グル
ープ又は通常グループに属するマスターからのアクセス要求に対する処理が遅延すること
はない。よって、劣後グループＧ３は、優先度の低いアクセス要求をするマスターを割り
当てるのに適している。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　図１１は、アクセス調停装置１ＣとＣＨ１～ＣＨ４との間の入出力信号１００１～１０
０４の具体例である。なお、入出力信号１００２と１００３については、信号線の表示を
省略しているが、入出力信号１００１又は１００４と同様の構成である。また、入出力信
号１００１と１００４も同じ信号から構成されているため、入出力信号１００１について
のみ説明する。すなわち、プリフィックスＣＨ１＿をＣＨ４＿と置き換えた信号は、以下
の説明部分においてＣＨ１をＣＨ４に置き換えることができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　図１１において、入出力信号１００１は、ＣＨ１＿ＲＥＱ、ＣＨ１＿ＷＲ、ＣＨ１＿Ｂ
ＵＲＳＴ、ＣＨ１＿ＡＤＤＲ、ＣＨ１＿ＷＤＡＴＡ、ＣＨ１＿ＢＹＴＥ、ＣＨ１＿ＡＣＫ
、ＣＨ１＿ＲＤＶＡＬ、ＣＨ＿ＲＤＡＴＡを含む。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
ＣＨ１＿ＲＤＶＡＬは、アクセス調停装置がＣＨ１に対して、ＣＨ＿ＲＤＡＴＡに有効な
データが出力されている状態を示す信号である。ＣＨ＿ＲＤＡＴＡは、ＤＲＡＭ４Ａから
のデータである。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１２４】
　図１３（Ｂ）は、処理順位に基づいた、アクセス制御部１１がアクセス権を与える順番
の一例を示す波形図である。あるマスターにアクセス権が与えられた場合において、対応
する処理順位は波形図の最下段に示されている。例えばＣＨ２にアクセス権が与えられた
場合に、ＰＲＩＯＲＩＴＹ２としてか、ＰＲＩＯＲＩＴＹ３としてかを判別することがで
きる。図中の「Ｐ」はＰＲＩＯＲＩＴＹの略である。なお、第２グループ処理における、
一部のアクセス要求元は、本実施形態でも一つのアクセス要求元であるとする。
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